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１．都市計画マスタープラン策定の推進体制・経緯 

 
（１）策定の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 策定の推進体制 

 

 

■策定委員会 

学識者、住民代表、関係団体の代表者で構成し、都市計画マスタープランの行政案に対して、具

体的な検討および承認をする組織 

 

■庁内検討会 
作業部会で立案した行政案を承認し策定委員会へ上程する組織（主に課長クラス） 

 

■作業部会 

行政案を策定し庁内検討会へ提案する組織（主に係長・主査クラス） 

 

■産業別懇談会 

企業、関係団体に対して、各個別に都市づくりの意見を議論する場 

 

■地域別懇談会 

策定委員会で検討した都市計画マスタープラン案について、より多くの住民の皆さんの意見を計

画に反映させるため地域別に住民懇談会を開催 

 

 

 

 

策定委員会 

町長 
都市計画 

審議会 町議会 

答申 

諮問 報告 

・庁内検討会 

・作業部会 

意見・提案 

情報提供 

 
地域別 
懇談会 

パブリッ
クコメン
ト 

小学生の 
まちの将来
イ メ ー ジ
（絵）の募集 

【住民との協働】 
（意見・提案） 

産業別懇談会 
（企業、商工会等） 

意見・提案 

情報提供 

住民意向 
(総合計画) 

【情報公開】 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、広報 

情報提供 
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図 策定までの流れ 

 

①上位、関連計画等の整理 ②概況整理、問題課題の整理 

③住民意向調査の整理 
総合計画の住民意向整理 

④関係各課調整 
主要プロジェクト、既存計画の確認等 

⑤都市づくりの目標の設定 

⑥全体構想の策定 

⑧実現化方策 

⑨都市計画マスタープラン（案） 

の作成 

１回策定委員会 

全体構想 

（目的・現況） 

2 回策定委員会 

全体構想 

（課題・将来都市構造等） 

⑦地域別構想の策定 

広報 
全体構想（案） 

子供のまちづくりへの 
参加検討 

（※小学生からまちの将来イメ

ージ（絵）の募集） 

広報 
都市計画マスタープラン 

（案） 

３回策定委員会 

全体構想（案） 

全体構想（素案） 

４回策定委員会 

地域別構想（たたき台） 

５回策定委員会 

地域別構想（案） 

６回策定委員会 

都市計画マスタープラン 

（案） 

地域別懇談会 
（全体構想・地域別構想） 

産業別懇談会 

現況把握 

・LV による全周

画像の撮影 

（国道、県道等） 

パブリックコメント 

パブリックコメント 
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（２）策定の経緯 

 
開催日等 開催等内容 主な協議事項等 

平成 22 年 10 月 19 日 第 1 回作業部会 
・策定委員会の概要 

・玉村町の都市計画 

 11 月 1 日 第 1 回庁内検討会 
・策定委員会の概要 

・玉村町の都市計画 

 11 月 15 日 第 1 回策定委員会  
・策定委員会の概要 

・玉村町の都市計画 

  12 月 14 日 第 2 回作業部会 
・全体構想 

・都市づくりの課題・目標、 

・将来都市構造、将来市街地像 

  12 月 28 日 第 2 回庁内検討会 
・全体構想 

・都市づくりの課題・目標、 

・将来都市構造、将来市街地像 

平成 23 年  1 月 14 日 第 2 回策定委員会 

・全体構想 

・都市づくりの課題・目標、 

・将来都市構造、将来市街地像 

・現地視察 

 ・利根川新橋付近、東部工業団地の造成地 

  3 月 9 日 第 3 回作業部会 

・玉村町都市計画マスタープラン 

（平成 10 月 2 月策定）の検証 

・全体構想 

・各分野の基本方針 

  4 月 14 日 第 3 回庁内検討会 

・玉村町都市計画マスタープラン 

（平成 10 月 2 月策定）の検証 

・全体構想 

・各分野の基本方針 

 4 月 26 日 第 3 回策定委員会 

・玉村町都市計画マスタープラン 

（平成 10 月 2 月策定）の検証 

・全体構想 

・各分野の基本方針 

 
5 月 19 日 

～6 月 16 日 
パブリックコメントの募集 

・都市計画マスタープラン（中間案） 

・全体構想（案） 

  7 月 26 日 産業別懇談会（ＪＡ） ・全体構想（案） 

  7 月～8 月 

玉村町都市計画  

絵画コンクールの募集 

（町内の小学生） 

本町の将来を担う子供たちに、未来の町を描

いてもらうことにより、自分の住んでいる町

への関心を持ち、理解を深める機会とすると

ともに、幅広い世代の意見を取り入れるため、

絵画コンクールを実施した。 

  9 月 12 日 第 4 回作業部会 
・パブリックコメント実施結果報告 

・地域別構想（案） 

・絵画コンクール募集結果報告と一次選定 

 9 月 20 日 第 4 回庁内検討会 
・パブリックコメント実施結果報告 

・地域別構想（案） 

・絵画コンクール募集結果と一次選定報告 

 9 月 26 日 
産業別懇談会 

（商工会・金融委員会） 
・全体構想（案） 

 9 月 30 日 第 4 回策定委員会 
・パブリックコメント実施結果報告 

・地域別構想（案） 

・絵画コンクール募集結果と二次選定 

 10 月 12 日 地域別懇談会（西部） ・全体構想・地域別構想（案） 

 10 月 13 日 地域別懇談会（北部） ・全体構想・地域別構想（案） 
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開催日等 開催等内容 主な協議事項等 

 10 月 14 日 地域別懇談会（東部） ・全体構想・地域別構想（案） 

 
12 月 1 日 

（書面開催） 
第 5 回作業部会 ・全体構想・地域別構想（案） 

 
12 月 1 日 

（書面開催） 
第 5 回庁内検討会 ・全体構想・地域別構想（案） 

 
12 月 1 日 

（書面開催） 
第 5 回策定委員会 ・全体構想・地域別構想（案） 

平成 23 年 

平成 24 年 

12 月 7 日～ 

平成24 年1 月 4 日 
パブリックコメントの募集 ・全体構想・地域別構想（案） 

 1 月 27 日 第 6 回作業部会 
・パブリックコメント実施結果報告 

・都市計画マスタープラン（案） 

・まちづくりの実現に向けて 

 2 月 1 日 第 6 回庁内検討会 
・パブリックコメント実施結果報告 

・都市計画マスタープラン（案） 

・まちづくりの実現に向けて 

 2 月 13 日 第 6 回策定委員会 
・パブリックコメント実施結果報告 

・都市計画マスタープラン（案） 

・まちづくりの実現に向けて 

 2 月 23 日 策定委員会提案 
・町長への都市計画マスタープラン（案） 

 の提案 

 ３月 13 日 都市計画審議会 ・都市計画マスタープラン（案） 

策定委員会 小学生の絵画コンクールの選定

状況 

現地視察（利根川新橋付近） 

地域別懇談会 策定委員会から町長への提案 
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2．都市計画マスタープラン策定委員会等名簿 

 
（１）策定委員会名簿 

 
分野 所属 氏名 種別 

学識経験者 上武大学代表 中村 光一 １号委員 

自治（H22 のみ） 玉村町区長会代表 明山 健二 ２号委員 

自治（H23 のみ） 玉村町区長会代表 本多 博志 ２号委員 

農業 玉村町農業委員会代表 齊藤 三千男 ２号委員 

商工業 玉村町商工会代表 蛭川 清之 ２号委員 

公共交通 群馬バス協会代表 村木 勇一 ２号委員 

観光 群馬県ハイヤー協会代表 深澤 清 ２号委員 

不動産 群馬県不動産鑑定士協会代表 菅谷 隆雄 ２号委員 

行政（土木）（H22 のみ） 伊勢崎土木事務所代表 荒巻 清一 ２号委員 

行政（土木）（H23 のみ） 伊勢崎土木事務所代表 大島 明 ２号委員 

住民 住民代表 新井 陽子 ３号委員 

 
１号委員：学識経験者  ２号委員：関係機関及び関係団体代表  ３号委員：住民の代表 

 

 

◆中村 光一委員長 
当町に隣接する高崎市新町に学部が置かれているご縁で、上武大学を代表して策定委員会委員長を拝命いたしまし

た。都市計画は必ずしも私が専門とする分野ではありませんが、担当課である都市建設課からの詳細な資料提供と、

委員の皆さまのご協力で、無事大役を果たすことができました。ありがとうございました。 

会議に参加して、改めて、当町が日光例幣使道の宿場町としての長い歴史と伝統を持つ一方、工業団地の造成やス

マートインターの設置に代表される、さらなる発展のための要素に恵まれた「街」であることを実感いたしました。

今後の当町のますますの躍進を期待しております。 

◆明山 健二 委員 
マスタープラン作成の中で一番気になる点は、各項目の定量的なスケジュール、資金の見積り及び裏付け等、具体

的に明示されると立派なマスタープランとして使えるものになると思います。 

◆本多 博志 委員 
玉村町の住民になって 24 年間、町の中の生活環境の移り変わりを見てまいりましたが、マスタープラン策定委員

（区長）の立場で、この一年間地域に入ってきた事で、住民の様々な悩み事や要望などの声を聞く機会が多くなって

きました。 

都市計画マスタープランに基づいた町づくりの原点は、住民の声だと感じております。その声を集合し、町政に届

けるのが自身と言い聞かせ、これからも地域の為に頑張っていきたいと思います。 

◆齊藤 三千男 委員 
国道 354 号東毛広域幹線道路の開通には、多くの優良農地がつぶされました。今後は国道沿線の開発が進められる

と思いますが、玉村町総合計画、都市計画マスタープランなど全町民で共有して協働によるまちづくりに取り組み、

農地を有効活用してもらいたいと思います。 

◆蛭川 清之 委員 
玉村町においても人口が少なくなってきている今、第一に考えることは、現在、住んでいる人達、企業が心地良く

住め、外に出た子供たちが帰りたくなるような故郷。第二に町外の人達が、行きたくなる町。そんな町ができたら良

いと思います。 

◆村木 勇一 委員 
玉村町都市計画マスタープランの作成にあたり交通関係の立場で参画させていただきましたが、私が住んでいる町

でもあり、住みよい将来のまちづくりに関わることができ、交通関係ばかりでなくいろいろと意見を言える機会を与

えて貰いマスタープランを他の委員とともにまとめることに協力できたことに感謝しています。 

今回まとめたマスタープランが実現することを町民として見守っていきたいです。 
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◆深澤 清 委員 
マスタープラン策定委員会に参加して感じましたのは、道路網の整備・スマート IC の建設等に伴い、周辺都市との

交流が盛んとなり、将来素晴らしい都市に発展すると思いました。 

今回、マスタープラン策定委員会の委員及び事務局の方々により、立派な都市計画が策定され誠に喜ばしく思いま

す。本都市計画に基づく将来の玉村町のご発展をご期待申し上げます。 

◆菅谷 隆雄 委員 
魅力のある街には、人々が自然に集まってくるし、それによって地域が発展し、活性化していくのだと思います。

そのためには都市計画プランの策定はすごく大切なものだと、この委員会に参加させていただいて再認識いたしまし

た。微力ながら、今後とも何かお手伝いできたらと思います。ありがとうございました。 

◆荒巻 清一 委員 
玉村町は東毛広域幹線道路の整備、関越自動車道、高崎・玉村スマート IC（仮称）の設置、さらにこれらにアクセ

スする道路の整備が進められ、人間の体で言えば、骨格が作られる段階ですが、今後、計画的な土地利用を図り、体

の線であるこれら道路とともに面的なまちへと展開させ、玉村町らしい将来の姿に向かって都市計画行政を推し進め

ていってほしいと思います。 

◆大島 明 委員 
東毛広幹道が玉村町にとって重要な意味をもつことを改めて認識し、一日も早い完成を目指していきたいと思いま

す。 

◆新井 陽子 委員 
都市計画を推進するためには、住民の協力が大切であると思いました。しかし、なかなか町の活動に参加できませ

ん。個々が参加しやすい機会が増えることにより、皆の意識も変わると思います。そのような機会が増えたらいいで

すね。 

 

 

（２）庁内委員会名簿 

 

（３）作業部会名簿 

 

役職 課名 役職 課名 

会長 副町長   経済産業課 

  総務課 副会長 都市建設課 

  企画経営課（H23 のみ）   上下水道課 

  税務課   会計課 

  健康福祉課   議会事務局 

  こども育成課   学校教育課 

  住民課   生涯学習課 

  生活環境安全課     

課名 係名 

総務課（H22 のみ） 企画係 

経営企画課（H23 のみ） 企画政策係 

生活環境安全課 

環境政策係 

交通防犯係 

消防防災係 

経済産業課 
農政係 

商工労働係 

都市建設課 

工務係 

都市計画係 

企業誘致・用地係 

上下水道課 下水道工務係 

生涯学習課 文化財係 
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３．都市計画マスタープラン策定委員会等設置要綱 
 

（１）策定委員会設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

玉村町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

平成２２年１０月６日町長決裁 

（設置） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８ 条の２の規定に基

づく都市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）の

改定に関し、住民等の意見を反映させるため、玉村町都市計画マスタープラン策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、都市計画マスタープランの原案を審議し、その結果を町長

に提言するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、おおむね１５人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから

町長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係機関及び関係団体代表 

（３） 住民の代表 

（４） その他町長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、第３条第１項第１号に掲げる者

をもって充て、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代

理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、都市計画マスタープランの改定が完了する日までとする。ただし、

委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。また、委員が

欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

（意見の聴取） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、都市建設課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議

に諮って定める。 

附則 

この要綱は、町長決裁の日から施行する。 
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（2）庁内委員会設置要綱 

玉村町都市計画マスタープラン庁内検討会設置要綱 

平成２２年９月２７日副町長決裁 

平成２３年４月 １日副町長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２の規定に基づく都

市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）を検討するた

め、庁内に都市計画マスタープラン庁内検討会（以下｢検討会｣という。）を設置し、その

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 検討会の所掌事務は、都市計画マスタープランの原案の策定及び庁内調整とし、玉村町

都市計画マスタープラン策定委員会へ上程するものとする。 

（組織及び構成） 

第３条 検討会は、別表に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、都市計画マスタープランの改定が完了する日までとする。 

（会議） 

第５条 検討会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

（意見の聴取） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。 

（作業部会） 

第６条 検討会に専門的な事項を調査及び研究するため、作業部会を置く。 

２ 作業部会は、委員の属する課にある者及び会長が特に必要と認める職員をもって組織する。 

（庶務） 

第７条 検討会及び作業部会の庶務は、都市建設課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って

定める。また作業部会の運営に関し必要な事項は、都市建設課長が定める。 

附 則 

この要綱は、副町長決裁の日から施行する。 

 

別表(第３条関係) 

玉村町都市計画マスタープラン庁内検討会 

会長 副町長  経済産業課長 

  総務課長 副会長 都市建設課長 

  経営企画課長  上下水道課長 

 税務課長   会計課長 

  健康福祉課長   議会事務局長 

  こども育成課長   学校教育課長 

  住民課長  生涯学習課長 

  生活環境安全課長   
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４．用語解説 
 

五十音 用語 解説 

あ行 沿道景観 道路に沿った地域の景観（風景）のこと。 

か行 

街区公園 

主に街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１箇所

当たり誘致距離 250m の範囲内で面積 0.25ha を標準として配置する

公園のこと。 

概成済延長 

改良済以外の区間のうち、路線として都市計画道路と同程度の機能を果

たしうる現道（概ね計画幅員の 2/3 以上又は４車線以上の幅員を要す

る道路）を有する区間で、その現道に対応する都市計画道路延長のこと。 

開発許可制度 

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域内

で宅地造成をする場合などについて、一定の水準を確保し、造成に伴う

災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保する制

度のこと。 

改良済延長 

「道路用地が計画幅員のとおりに確保されており、一般の通行の用に供

している道路延長」と、「事業中の区間については事業決定区間の全体事

業費に対する当該年度末換算完成延長」を合計した道路延長のこと。 

観光情報機能 
町の情報や観光情報を発信するための機能としての観光施設（案内所・

直売所など）のこと。 

給水人口 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口のこと。 

狭あい道路 幅員が狭い道路のことで、一般に幅員 4 メートル未満の道路のこと。 

協働 

住民、企業、行政などが各々の目的の実現にあたり、共通する取り組み

や事業について対等な立場で役割や責任などを分担し、協力して推進す

ること。 

供用面積 実際上使用されている面積のこと。 

近隣公園 

主に近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１箇所

当たり誘致距離 500m の範囲内で面積２ha を標準として配置する公園

のこと。 

区域区分 市街化区域と市街化調整区域の区分のこと。 

グランドデザイン 
中長期的で総括的なまちの設計図で、本都市計画マスタープランでは将

来都市構造図のこと。 

経営耕地面積 

農林業経営体が経営する耕地の面積のこと。経営体が所有している耕地

のうち貸しつけている耕地と耕作放棄地を除いたもの（自作地）に借り

ている耕地（借入耕地）を加えたもの。 

建築協定 

建築基準法に基づき、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度

に維持増進するため、土地の所有者、建築物の賃借権者等が全員の合意

により、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備など

建築物に関する基準を定めた協定のこと。 

公共下水道 
主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団

体が設置し、管理する下水道のこと。 

公共公益施設 

公共施設と公益施設を指す。「公共施設」という語は、道路、広場、公園、

緑地、水路等に限定して、公共の用に供する施設として定義されている。

一般用語では、公共施設と称される小学校、中学校、官公庁、図書館、

公民館等を「公益施設」（または公共的施設）といって、公共施設と区別

している。 

公共交通機関 
鉄道、バス、船舶、飛行機等の不特定多数の人々が利用する交通機関の

こと。 

交通安全施設 

交通の安全と円滑、交通公害の防止等を目指して、都道府県警察（公安

委員会）が整備するもの（交通管制センター、信号機、車両感知器、交

通情報板、道路標識、道路標示等）と、市町村などの道路管理者が整備

するもの（街路照明灯、カーブミラー、街路柵、車止めポール等）があ

る。 
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五十音 用語 解説 

か行 

交通結節機能 

国道、バス、高速船、鉄道、自転車などの複数の交通導線が集中して結

節する箇所（交通結節点）について、主に交通機関相互の「乗り換え機

能」のこと。 

交通ネットワーク 
都市とその周辺の都市との連携に必要な道路や公共交通などの交通が網

の目のように張り巡らされたつながりのこと。 

国勢調査 

国の人口の状況を明らかにし、各種行政施策の基礎資料を得ることを目

的として実施する国の最も基本的な統計調査のこと。５年ごとに実施し

ている。 

国土利用計画法 

国土を総合的かつ計画的に利用するために、土地利用に関わる基本計画

の作成や、土地取引の規制や手続き等を定めた法律のことで、昭和 49

（1974）年に制定された。乱開発や無秩序な土地利用を防止するため

に、一定面積以上の大規模な土地の取引については、その利用目的など

を届け出ることとしている。 

コミュニティ 住民どうしの協力や結びつきによる地域の活動やそのまとまりのこと。 

コンパクトなまちづ

くり 

今後、高齢化社会の進展や環境問題等を踏まえ、住居、店舗その他の施

設が郊外に分散的に立地しているのではなく、徒歩・自転車及び公共交

通等を充実させて、中心市街地を中心に一定の範囲にコンパクトに集ま

った都市を形成するまちづくりを目指すこと。 

さ行 
サイクリングロード 

スポーツやレクリエーションとして自転車を利用すること（サイクリン

グ）を主な目的とした道路のこと。 

市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・

整備する区域を示す。具体的には、既に市街地を形成している区域、及

び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 
都市計画法に基づく都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域のこ

と。 

市街地開発事業 

総合的な計画に基づいて公共施設の整備とあわせ、宅地や建築物の整備

を行い、面的な市街地の開発を積極的に図ろうとするもので、土地区画

整理事業などのこと。 

自然的土地利用 

農林業的土地利用に、自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、

水面 、河川、海浜などの土地利用を加えた都市的土地利用以外の土地利

用のこと。 

循環型社会 

地球環境保全、廃棄物リサイクルの気運の高まりの中で、大量生産・大

量消費・大量廃棄型の社会からの転換をイメージし、天然資源の消費量

を減らして、環境負荷をできるだけ少なくする社会のこと。 

商業業務地 店舗などの商業地と、銀行や事務所などの業務地が複合した地区のこと。 

親水空間 

河川、湖沼などへの接近性（近づき易さ）を高め、水に触れる、眺める、

接するなどの人々が水辺の景観や自然などに親しめる機能をもった空間

のこと。 

水質汚濁 

河川、湖沼、海等の水の状態が主に人の活動（工場や事業場などにおけ

る産業活動や家庭での日常生活ほかすべて）によって損なわれること、

及びその状態のこと。 

スプロール 虫食い的に宅地開発等が進み、都市が無秩序に拡大していくこと。 

スマートＩＣ 

高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップか

ら乗り降りができるように設置されるインターチェンジであり、通行可

能な車両（料金の支払い方法）を、ＥＴＣを搭載した車両に限定してい

るインターチェンジのこと。 

 

生態系 

食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物とそれを取り巻く無機的環境

の間の相互関係を総合的にとらえた生物社会のまとまりを示す概念のこ

と。 

 
生物多様性 

地球上の生物が、バラエティに富んでいること。複雑で多様な生態系そ

のものを示す言葉のこと。 
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五十音 用語 解説 

さ行 
線引き制度 

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の２つの区域に区分するこ

と。区域区分ともいう。 

操業環境 

操業環境の良さは、工場などが操業しやすい環境のことで、工場などか

らの騒音などの問題がないように住宅地から離れた場所にまとまった土

地に造成が行われていることなど、工場の操業がしやすい環境が整って

いること。 

総合計画 

自治体の全てのまちづくりの基本となる最も上位に位置づけられた計画

のことで、基本構想、基本計画、実施計画の３つで構成され、まちづく

りを行う住民と行政の指針となるもの。 

た行 
大規模指定既存集落 

市街化調整区域に長年居住しながら、持家がなく世帯を有している人が、

大規模既存集落内に住宅を建築することができる制度のこと。 

地区計画 
地区の特性に応じた良好な環境の整備や保全のための方針と具体的な整

備計画を、住民と行政が連携して定める都市計画のこと。 

地区公園 

主に徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１

箇所当たり誘致距離１km の範囲内で面積４haを標準として配置する公

園のこと。 

地産地消 その土地でとれた農産物・水産物を、その土地で消費すること。 

通過交通 他地域に行くために市街地を通過するだけの自動車交通のこと。 

低・未利用地 

本来、建築物などが建てられ、その土地にふさわしい利用がなされるべ

き土地において、そのような利用がされていない土地のこと。「未利用地」

の具体例としては、空き地、空き家、工場跡地、耕作放棄地などであり、

「低利用地」としては、資材置場や青空駐車場などがある。 

出前講座 

行政職員が、地域や団体、サークルの集まり、学校の授業など住民が希

望する場所で、行政の取り組みや施策について、対話形式で説明をする

場のこと。 

特定環境保全公共下

水道 

公共下水道のうち主として市街化区域以外で設置される下水道で、自然

公園区域内の水質保全のため、また農山漁村の生活環境の改善を図るた

めの下水道で処理対象人口が 10,000 人以下の小規模下水道のこと。 

特定流通業務施設 

流通業務施設（トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋）であっ

て、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の

流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及

び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び

発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供す

る設備を有するもののこと。  

都市型災害 
都市型災害とは、都市特有の構造が主因となって起こる災害のこと。地

震や最近特に増えている集中豪雨による災害、またビル火災も含まれる。 

都市機能 
一般的には、人々が暮らす上で必要となる、政治・行政機能、商業機能、

交通・通信機能、教育・文化・娯楽機能、医療・福祉機能などのこと。 

都市基盤 
都市活動を支える道路、公園、上下水道などの施設の総称のこと。近年

では、情報・通信網なども重要な都市基盤として位置づけられている。 

都市計画基礎調査 

都市計画法第６条に「おおむね５年ごとに実施」するものと規定され、

都市政策の企画・立案及び都市計画の運用に資するため、土地利用現況・

建物現況・都市施設・市街地整備の状況等について調査し、都市の現況

及び動向を把握するための調査のこと。 

都市計画区域 

都市計画を策定する場ともいうべきもので、健康で文化的な都市生活と

機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため

に、都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区

域のこと。 

都市計画区域マスタ

ープラン 

市町村を超える広域的見地から、県が都市計画法に基づいて策定するも

ので、都市計画の目標や土地利用、主要な都市計画の決定の方針等を体

系的、総合的に示す計画のこと。 

都市計画道路 
都市計画において定められる都市施設の一つで、自動車専用道路、幹線

道路、区画街路、特殊街路の４種類がある。 
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五十音 用語 解説 

た行 

都市公園 

国もしくは地方公共団体が設ける公園または緑地で、都市公園法におい

て定義された施設のこと。種類として街区公園、近隣公園、地区公園な

どがある。 

都市構造 
都市の骨格となる交通網や土地利用をベースに、都市の姿を概念的に簡

単に表現すること。 

都市再生整備計画 

都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づい

て市町村が作成した公共公益施設の整備などに関する計画のこと。事業

費の一部に「まちづくり交付金」が国から交付される。 

都市施設 
道路、公園、水道、学校、病院など、都市計画に定めることができる都

市に必要な施設のこと。 

土地区画整理事業 

既成市街地などにおいて、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を目的

として、換地手法を用いて、土地の区画形質を整え、道路・公園等の公

共施設の新設・改良を行い、健全な市街地の形成や良好な宅地の供給を

行う事業のこと。 

な行 
日常生活圏 

地形的・歴史的に一体性があり、概ね徒歩や自転車で移動できる学校区

などの日常生活に密着した区域のこと。 

農業振興地域 
自然的・経済的社会諸条件を考慮して、一体として農業の振興を図るこ

とが相当であると認められる地域のこと。 

農業生産基盤 
農業生産を行うための基盤となる施設（水路や農道など）や、ほ場（水

田、畑）のこと。 

農用地区域 

農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上

の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途（農地、採

草放牧地、農業用施設用地等）を定めて設定する区域のこと。 

は行 ハザードマップ 洪水や津波などの自然災害に対して危険なところを示した地図のこと。 

パブリックコメント 
行政の政策立案過程で、意思決定を行う前に、広く住民から意見を集め、

意思決定に反映させることを目的とした制度のこと。 

バリアフリー 
高齢者や障がい者などが生活や活動をする上で、障害となっている部分

を除去すること。 

ベッドタウン 
住民の大部分が大都市に通勤・通学している、大都市周辺の住宅都市の

こと。 

防災拠点 
災害時に防災活動の拠点となる学校、公園などの公共施設や場所のこと。

平常時には防災講習・訓練や地域住民の憩いの場として活用される。 

保水貯留機能 
農地や森林土壌が、流域内において雨水を一時的に浸透･貯留する機能の

こと。 

や行 
有機的連携 

拠点となる地域と周辺地域が一体的に発展するように、道路整備や情報

提供などにより連携すること。 

ユニバーサルデザイ

ン 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「す

べての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかか

わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイン

すること。 

用途地域 

良好な市街地環境の形成や、都市内における住居、商業、工業などの適

正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、

建ペい率、容積率、高さなどの規制、誘導をする制度のこと。 

ら行 ライフライン ガス・水道・電気・電話・流通などの生活を支えるシステムのこと。 

リサイクル 
資源の節約や環境汚染の防止のために、不用品や廃物を再生して利用す

ること。 

緑化協定 

都市の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関す

る事項について、土地所有者等の全員の合意により協定を結ぶ制度のこ

と。 

レクリエーション 
仕事や勉強などの疲れを癒やすため、娯楽、余暇、レジャーなどで楽し

むこと。 
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